
24 15 （火）

　子ども議会では、小学校・特別支援学校の児童が千葉市に住んでいて感じ
ていることや思っていることを話し合い、よりよいまちづくりについて提案
します。あなたも「子ども議会議員」になってみませんか？
　日　　時　７月29日㈫９：00〜12：00　　会　場　千葉市議会本会議場
　対　　象　市内在住の小学校と特別支援学校の５・６年生で、事前学習会

【下記】に参加できる方
　定　　員　50人（多数の場合抽選）
　申込方法　４月28日㈪必着。はがきに住所、氏名（ふりがな）、学校名、

学年、性別、電話番号、メールアドレス（お持ちの方）を明記
して、〒260‐8730千葉市教育委員会指導課へ。Ｆ【下記】、
Ｅshido.EDS@city.chiba.lg.jpも可。

問い合わせ　教育委員会指導課 ☎245‐5936　Ｆ245‐5989

平成26年度子ども議会議員

　事前学習会（土曜日午前および夏季休業中に５回程度実施予定）
　第１回日時　５月10日㈯９：00〜12：00
　会　　場　市総合保健医療センター５階（美浜区幸町１）

各種委員を募集します
　①千葉市本庁舎整備検討委員
　本庁舎整備に関する事項について検討する千葉市本庁舎整備検討委員会を
設置しました。この委員会の委員を募集します。
　任　　期　６月１日から２年間　　開催予定　年７回程度
　募集人数　２人（男女各１人）　　報　　酬　規定により支給
　応募資格　応募時点で、市内在住、在勤、在学の方
　問い合わせ　管財課庁舎整備室 ☎245‐5044　Ｆ245‐5577
　　　　　　　　　　　　　　　 Ｅchoshaseibi.FIA@city.chiba.lg.jp
　②国民健康保険運営協議会委員
　国民健康保険事業の運営を円滑に行うため設置している、国民健康保険運
営協議会の被保険者を代表する委員を募集します。
　任　　期　７月１日から２年間　　開催予定　年２回程度
　募集人数　４人　　　　　　　　　報　　酬　規定により支給
　応募資格　応募時点で、市内在住、在勤、在学、20歳以上、千葉市国民

健康保険被保険者であり、保険料を完納している方
問い合わせ　健康保険課 ☎245‐5143　Ｆ245‐5544
　　　　　　　　　　　 Ｅhoken.HWH@city.chiba.lg.jp

　③スポーツ推進審議会委員
　スポーツに関する施策を推進するための重要事項を審議するスポーツ推進
審議会委員を募集します。
　任　　期　７月１日から２年間　　開催予定　年３回（平日の午後）
　募集人数　１人　　　　　　　　　報　　酬　規定により支給
　応募資格　応募時点で、市内在住、在勤、在学、20歳以上、スポーツ指

導などの活動経験がある方
問い合わせ　スポーツ振興課 ☎245‐5966　Ｆ245‐5994
　　　　　　　　　　　　　 Ｅsports.CIL@city.chiba.lg.jp

　④図書館協議会委員（社会教育・家庭教育）
　よりよい図書館の運営について調査・審議を行っていただくために設置し
ている図書館協議会委員を募集します。
　任　　期　７月１日から２年間　　開催予定　年３回（平日の午後）
　募集人数　各１人　　　　　　　　報　　酬　規定により支給
　応募資格　応募時点で、市内在住、在勤、在学、20歳以上、社会教育活

動または、家庭教育の向上に資する活動を行っている方
問い合わせ　中央図書館 ☎287‐3980 Ｆ287‐4074
　　　　　　　　　　　 Ｅkanri.LIB@city.chiba.lg.jp

注　　意　市の議員・職員・ほかの附属機関の公募委員の方は申し込みできませ
ん。詳しくは、各担当課ホームページをご覧ください。

申 込 書　A４判用紙に、住所、氏名（ふりがな）、年齢、生年月日、性別、電話
番号、職業、応募動機（①は不要）のほか、③スポーツ指導などの活動歴、④
社会教育または家庭教育に関する活動歴を明記。

小論文テーマ　①これからの千葉市の本庁舎について（800字以内）②国民健康保険
に期待すること（800字程度）③千葉市のスポーツ振興とスポーツの力による
地域の活性化（1,000字程度）④自身の経験（社会・家庭教育）を通し委員と
してどのような役割を果たしたいか（800字程度）

応募方法　①５月15日㈭消印有効。②③④５月14日㈬必着。申込書と小論文を
①②③〒260‐8722千葉市役所①管財課庁舎整備室②健康保険課③スポーツ
振興課、④〒260‐0045中央区弁天３‐７‐７中央図書館管理課へ郵送また
は直接持参。FAX・Eメールも可。

選考方法　書類および面接による選考。結果は全員に通知します。

4/15㈫受付開始 市 政 出 前 講 座
　市の職員が、皆さんの集会や会合に出向き、政策や制度などについて説明
し、意見交換を行う市政出前講座の受け付けを開始します。
　日　　程　６月２日㈪〜来年３月31日㈫の月〜金曜日（祝日を除く）
　時　　間　10：00〜21：00のうち、１時間程度
　対　　象　市内在住・在勤・在学の方がおおむね20人以上参加し、皆さん

で会場を用意できる集会など（政治、宗教、営利を目的とするものを除く）。
　費　　用　無料　　講座内容　テーマ集に記載のテーマの中から選択
　テーマ集・申込書配布場所　広聴課、各区役所地域振興課で配布。テーマ
集は、コミュニティセンター、公民館、市図書館でもご覧いただけます。

　申込方法　４月15日㈫〜来年２月27日㈮必着。開催希望日の１カ月前ま
でに申込書に必要事項を記入して、〒260‐8722千葉市役所広聴課へ
郵送または広聴課、各区役所地域振興課へ直接持参。Ｆ【下記】、電子
申請も可。出前講座では苦情、要望をお聞きすることはできません。

問い合わせ　広聴課 ☎245‐5298　Ｆ245‐5796

　ジェフユナイテッド千葉の選手やコーチによる、サッカー教室やミニゲー
ムなどのほか、選手サイン会などを行います。ぜひ、ご参加ください！
　日　　時　５月25日㈰15：30（予定）＊雨天時中止の場合あり
　会　　場　フクダ電子アリーナ（中央区川崎町）
　対　　象　市内在住・在学の小学生　＊保護者はスタンド観戦になります。
　定　　員　200人（多数の場合抽選）　　参 加 費　１人100円（当日徴収）
　申込方法　４月30日㈬必着。はがき（１グループ１通10人以内）に、代

表者の住所、氏名、電話番号、参加者全員の氏名、学年を明記
して、〒260‐8722千葉市役所集客観光課「ふれあいフェスタ」
係へ。Ｅhometown@city.chiba.lg.jpも可。

問い合わせ　集客観光課 ☎245‐5897 Ｆ245‐5669

2014ホームタウンふれあいフェスタ集まれ小学生！

①千葉市公共施設見直し方針（案）
　資産経営の取り組みを進めるため、公共施設の見直しの考え方や方向性
などを定める公共施設見直し方針（案）を作成しました。

案の公表場所　担当課、市政情報室、各区役所地域振興課、市図書館。
　　　　　　　市ホームページからもご覧いただけます。

意見の提出期間　①②４月15日㈫〜５月14日㈬
意見の提出方法　はがきまたは封書に、件名、住所、氏名または団体名、
代表者氏名（ふりがな）、電話番号を明記して、①〒260‐8722千
葉市役所資産経営課、②〒261‐8755千葉市美浜区幸町１‐３‐９
健康支援課へ。FAX・Eメールも可。直接持参する場合は、担当課、各
区役所地域振興課へ。

市の考え方の公表　６月（予定）。住所、氏名などの個人情報は公表しません。

パブリックコメント手続ご意見を募集します

　問い合わせ　資産経営課 ☎245‐5283　Ｆ245‐5654
　　　　　　　　　　　　 Ｅshisankeiei.FIA@city.chiba.lg.jp

②第２次千葉市食育推進計画（案）
　食育施策を総合的かつ計画的に推進するため、第２次千葉市食育推進計
画（案）を策定しました。
　問い合わせ　健康支援課 ☎238‐9926　Ｆ238‐9946
　　　　　　　　　　　　 Ｅshien.HWH@city.chiba.lg.jp

　日　　程　Ⓐ５月15日㈭・16日㈮、Ⓑ７月９日㈬・10㈭
　　＊ⒶⒷのいずれかに参加。いずれも９：30〜12：40、全２回。
　会　　場　中央保健福祉センター（中央区中央４きぼーる11階）
　定　　員　各30人（先着順）　＊託児あり（各先着８人）
　申込方法　４月16日㈬９：00から直接または電話で、ちばしファミリー・

サポート・センター☎201‐6571。火曜日休館。

区　分 依頼会員（預けたい方） 提供会員（預かることができる方）
時　間 ６：00〜22：00（宿泊はありません）

内　容
子どもルーム、保育所（園）などの送り迎え、施設終了後の預か
りや、依頼会員が必要な場合の預かり（お子さんが病気の時は預
かれません）。

対　象 市内在住・在勤・在学の方
市内在住で、子育て支援に意欲があ
る心身ともに健康な方
＊【下記】基礎研修会の受講必須

料　金
（１時間）

①月〜金曜日の７：00〜19：00＝700円
②土・日曜日、祝日、年末年始および①以外の時間帯＝900円
（料金は、依頼会員の方の支払金額、提供会員の方の受取金額です）

＊依頼・提供会員の両方に登録したい方は両方会員として登録ができます。

ちばしファミリー・サポート・センターをご利用ください
　生後３カ月から小学校６年生までのお子さんを預けたい方、預かることが
できる方に会員として登録していただき、会員相互による援助活動の手助け
を行っています。ぜひ、ご利用ください。

問い合わせ　ちばしファミリー・サポート・センター ☎【上記】Ｆ201‐6572

提供会員または両方会員の登録を希望の方は、基礎研修会にご参加ください。

青少年健全育成事業を支援します
　市は、青少年の健全育成のために活動する団体の運営経費を一部補助します。
　対象事業　団体が自主的に企画・運営する市民を対象とする事業で、来年

３月31日㈫までに行うもの（１団体５事業まで）。
　対象団体　市内に活動拠点を置き、次の要件をすべて満たす団体
　　　　　　・青少年の健全育成のための活動実績がある団体
　　　　　　・規約や会則を有し、事務運営が独立して行われている団体
　　＊市または市の外郭団体から補助金の交付などを受けている団体を除く。
　補助金額　対象経費（対象事業【上記】の経費から参加費や協賛金などの
収益を除いたもの）の２分の１以内で、１事業15万円を限度に選考で決定。

　申請書配布場所　健全育成課で配布（郵送で請求する場合は、92円切手
を貼った返信用封筒を同封）。市ホームページからも印刷できます。

　申込方法　４月30日㈬必着。申請書を〒260‐8722千葉市役所健全育成
課へ郵送または直接持参。Ｅkenzenikusei.CFC@city.chiba.lg.jpも可。

　選考方法　書類審査と団体による事業説明により選考。

問い合わせ　健全育成課 ☎245‐5973　Ｆ245‐5995
募集


